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下妻市立地適正化計画に係る 

届出制度について 

【 届出の手引き 】 
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１．届出制度について 

立地適正化計画は人口減少と少子高齢化の中でも、今後も安心で快適な生活環境を実現

し、財政面・経済面における持続可能な都市経営等を可能とするために創設された制度で

す。同計画は平成 26 年 8 月に都市再生特別措置法が改正され、自治体において地域特性に

応じた“コンパクトシティ＋ネットワーク”のまちづくりを進めるために作成できること

となった計画です。 

立地適正化計画の策定・公表後は都市再生特別措置法の規定により、「都市機能誘導区

域」外で誘導施設を整備する場合や「都市機能誘導区域」内で誘導施設を休止または廃止

する場合、「居住誘導区域」外での一定規模以上の住宅の整備においては、工事着手の 30

日前までに市へ届出が必要となります。 

この手引きでは、それら届出における対象や届出書類等について解説を行っています。 
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２．都市機能誘導区域外における事前届出について 

都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設を対

象に開発行為等を行おうとする場合には、行為の種類や場所等について市長への届出が必要

となります。 

本制度は、市が都市機能誘導区域外における誘導施設の整備動向を把握することを目的と

しています。 

都市機能誘導区域外［６～７ページ参照］ 

※開発・建築等を行おうとする敷地の全部または一部が都市機

能誘導区域外にある場合は、届出の対象になります。 

誘導施設［８～９ページ参照］ 

工事着手の 30 日前まで 

※開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが

望ましいとされています。 

開発行為 

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 

開発行為以外 

① 誘導施設を有する建築物を新築する場合 

② 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

③ 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 

 

 

▼届出制度のイメージ 

対象となる区域 

対象となる施設 

届出の期日 

対象となる行為 
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【開発行為の場合】 

□届出書（様式第 18） ［様式集：２ページ参照］ 

□添付図面等 

①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を

表示する図面（位置図等 縮尺 1/1,000 以上） 

②設計図（設計平面図、計画平面図 縮尺 1/100 以上） 

③その他参考となるべき事項を記載した図書 

【開発行為以外の場合】 

□届出書（様式第 19） ［様式集：４ページ参照］ 

□添付図面等 

①敷地内における建築物の位置を表示する図面（配置図 縮尺 1/100 以上） 

②建築物の二面以上の立面図（縮尺 1/50 以上）、各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

③その他参考となるべき事項を記載した図書 

【上記の届出内容を変更する場合】 

□届出書（様式第 20） ［様式集：６ページ参照］ 

□添付図面等（上記それぞれの場合と同様） 

 

２部 （正本、副本） 

下妻市 建設部 都市整備課 

〔電話番号〕 ０２９６-４３-２１１１ （代） 

 

・届出をしないで、または虚偽の届出をして、開発行為等を行った場合、都市再生特

別措置法第 130 条の規定に基づき 30 万円以下の罰金に処せられることがあります。 

・届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第 35 条「重要事項の説明等」の対象に

なります。  

提出書類 

その他留意事項 

届出窓口 

提出部数 
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３．都市機能誘導区域内における事前届出について 

都市再生特別措置法第 108 条の２第 1 項の規定に基づき、都市機能誘導区域内の誘導施設

を休止または廃止しようとする場合には、行為の種類や場所等について市長への届出が必要

となります。 

本制度は、市が都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止を事前に把握することを目

的としています。 

都市機能誘導区域内［６～７ページ参照］ 

※対象となる誘導施設の敷地の全部または一部が都市機能誘導

区域内にある場合は、届出の対象になります。 

誘導施設［８～９ページ参照］ 

誘導施設を休止または廃止しようとする日の 30 日前まで 

誘導施設を休止または廃止しようとする場合 

□届出書（様式第 21） ［様式集：８ページ参照］ 

２部 （正本、副本） 

下妻市 建設部 都市整備課 

〔電話番号〕 ０２９６-４３-２１１１ （代） 

  

対象となる区域 

対象となる施設 

届出の期日 

対象となる行為 

提出書類 

届出窓口 

提出部数 



 

6 

都市機能誘導区域 

【下妻駅周辺】 

 
※区域の詳細は、都市整備課窓口でご確認下さい。
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【宗道駅周辺】 

 

  

※区域の詳細は、都市整備課窓口でご確認下さい。
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誘導施設 

誘導施設 定義 

都市機能 

誘導区域 

下
妻
駅
周
辺 

宗
道
駅
周
辺 

行政サービス施設 ・市の行政事務を取り扱う施設や窓口業務を行う施設。 ● ● 

保健センター ・「地域保健法」に基づく下妻市保健センター。 ●  

地域包括支援センター ・「介護保険法」に基づく地域包括支援センター。 ● ● 

社会福祉協議会事業所 ・「社会福祉法」に基づく下妻市社会福祉協議会の事業所。 ●  

高齢者交流施設 
・高齢者の相互交流や健康増進、生きがい活動を目的とした高

齢者が交流する施設。 
● ● 

子育て世代包括支援センター 
・「児童福祉法」に基づく妊娠・出産・子育てのワンストップ相

談窓口。 
●  

保育施設 

※幼稚園・認可保育所・認定こ

ども園・小規模保育施設 

・「学校教育法」に基づく幼稚園。 

・「児童福祉法」に基づく保育所、一時預かり事業を行う事業所、

小規模保育事業を行う事業所。 

・「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律」に基づく認定こども園。 

● ● 

子育て支援センター 
・「児童福祉法」に基づく地域子育て支援拠点事業の用に供する

施設。 
● ● 

高等学校 ・「学校教育法」に基づく高等学校。 ●  

高次教育施設 

※大学・高等専門学校・専修学

校・各種学校 

・「学校教育法」に基づく大学、高等専門学校、専修学校、各種

学校。 
●  

スーパーマーケット 
・売場面積 250 ㎡以上の日常生活に不可欠な生鮮食料品及び日

用品を取り扱うセルフ方式の店舗。 
● ● 

ドラッグストア 
・医薬品、化粧品を中心に家庭用品、加工食品等の最寄り品を

取り扱うセルフ方式の店舗。 
● ● 

コンビニエンスストア 
・売場面積 30 ㎡以上 250 ㎡未満で営業時間 14 時間以上の飲食

料品を取り扱うセルフ方式の店舗。 
● ● 

宿泊施設 ・「旅館業法」に基づくホテル営業または旅館営業を行う施設。 ● ● 

病院 ・「医療法」に基づく病院のうち、内科または外科を含む施設。 ●  

診療所 ・「医療法」に基づく診療所のうち、内科または外科を含む施設。 ● ● 

産科・産婦人科医院 

・「医療法」に基づく病院のうち、産科または産婦人科専門医の

いる施設。 

・「医療法」に基づく診療所のうち、産科または産婦人科を専門

とする施設。 

● ● 
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誘導施設 定義 

都市機能 

誘導区域 

下
妻
駅
周
辺 

宗
道
駅
周
辺 

小児科医院 
・「医療法」に基づく病院のうち、小児科専門医のいる施設。 

・「医療法」に基づく診療所のうち、小児科を専門とする施設。 
● ● 

銀行・信用金庫・信用組合・労

働金庫・JA バンク 

・「銀行法」、「信用金庫法」、「中小企業等協同組合法」及び「協

同組合による金融事業に関する法律」、「労働金庫法」、「農林

中央金庫法」に基づき、資金の貸付等を行う金融機関のうち

窓口業務を行う施設。 

● ● 

郵便局 
・「銀行法」及び「簡易郵便局法」に基づき、銀行代理業務や郵

便窓口業務を行う施設。 
● ● 

地域交流施設 

※公民館・市民センター・研修

施設・集会施設・観光交流施

設等 

・「下妻市立公民館の設置及び管理に関する条例」に基づく公民

館。 

・「下妻市立集会所の設置及び管理に関する条例」に基づく集会

所。 

・「下妻市働く婦人の家の設置及び管理に関する条例」に基づく

下妻市働く婦人の家。 

・「下妻市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例」に基

づく下妻市勤労青少年ホーム。 

・「下妻市多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例」に

基づく市民センター。 

・「下妻市高道祖市民センターの設置及び管理に関する条例」に

基づく下妻市高道祖市民センター。 

・自治区運営による市民の社会教育活動や地域コミュニティの

場となる施設。 

・観光の振興を図る拠点及び市民が地域交流を深める憩いの場

となる施設。 

● ● 

図書館 
・「下妻市立図書館の設置及び管理に関する条例」に基づく下妻

市立図書館。 
●  

文化会館 
・「下妻市民文化会館の設置及び管理に関する条例」に基づく下

妻市市民文化会館。 
●  

スポーツ交流施設 

※体育館・運動場等 

・「下妻市体育施設の設置及び管理に関する条例」に基づく体育

施設。 

・「下妻市にぎわい広場の設置及び管理に関する条例」に基づく

広場。 

● ● 

※「●」の付いている誘導施設を当該都市機能誘導区域外で設置する場合は届出が必要と

なります。 

※「●」の付いている誘導施設を当該都市機能誘導区域内で休止または廃止する場合に届

出が必要となります。  
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４．居住誘導区域外における事前届出について 

都市再生特別措置法第 88 条第 1項の規定に基づき、居住誘導区域外で開発行為等を行おう

とする場合には、行為の種類や場所等について市長への届出が必要となります。 

本制度は、市が居住誘導区域外における住宅開発等の動向を把握することを目的としてい

ます。 

居住誘導区域外［12～13 ページ参照］ 

※開発・建築等を行おうとする敷地の全部または一部が居住誘

導区域外にある場合は、届出の対象になります。 

工事着手の 30 日前まで 

※開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが

望ましいとされています。 

開発行為 

 ① ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

② １戸または２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 

1,000 ㎡以上のもの 

建築等行為 

① ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

② 建築物を改築しまたは建築物の用途を変更して３戸以上の 

住宅とする場合 

 

 

▼届出制度のイメージ 

  

対象となる区域 

届出の期日 

対象となる行為 

■開発行為 ■建築等行為 
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【開発行為の場合】 

□届出書（様式第 10） ［様式集：10 ページ参照］ 

□添付図面 

①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を

表示する図面（位置図等 縮尺 1/1,000 以上） 

②設計図（設計平面図、計画平面図 縮尺 1/100 以上） 

③その他参考となるべき事項を記載した図書 

【建築等行為の場合】 

□届出書（様式第 11） ［様式集：12 ページ参照］ 

□添付図面 

①敷地内における住宅等の位置を表示する図面（配置図 縮尺 1/100 以上） 

②建築物の二面以上の立面図（縮尺 1/50 以上）、各階平面図（縮尺 1/50 以上） 

③その他参考となるべき事項を記載した図書 

【上記の届出内容を変更する場合】 

□届出書（様式第 12） ［様式集：14 ページ参照］ 

□添付図面等（上記それぞれの場合と同様） 

２部 （正本、副本） 

下妻市 建設部 都市整備課 

〔電話番号〕 ０２９６-４３-２１１１ （代） 

 

・届出をしないで、または虚偽の届出をして、開発・建築等行為を行った場合、都市

再生特別措置法第 130 条の規定に基づき 30 万円以下の罰金に処せられることがあり

ます。 

・届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第 35 条「重要事項の説明等」の対象に

なります。  

提出書類 

その他留意事項 

届出窓口 

提出部数 
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居住誘導区域 

【下妻駅周辺】 

 
※区域の詳細は、都市整備課窓口でご確認下さい。
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【宗道駅周辺】 

 

  

※区域の詳細は、都市整備課窓口でご確認下さい。
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５．手続きの流れ 

誘導区域外での開発・建築の計画 

開発・建築の届出（下妻市都市整備課） 

※工事着工の 30 日前までの届出が必要です。 
※届出を受理したのち、届出者に対し、勧告の有無を概ね２週間以内

に通知します。 

開発・建築の手続き 

（茨城県県西県民センター建築指導課） 

※これまでどおり開発許可申請、建築確認申請等が必要です。 

〔備考〕下妻市区域における開発許可及び建築確認は茨城県県西県民センターにて

行っています。下妻市建設課では申請書類の経由事務を行っています。 

工事の着工 

完 了 

※誘導施設を休止または廃止する場合は、その 30 日前までに下妻市都市整備課へ

届出を行ってください。届出を受理したのち、届出者に対し、助言・勧告の有無

を概ね２週間以内に通知します。 


